
 

出前講座 

悪質商法の実態や、被害防止のポイントなどについて、消費生活相談員 

がお話しします。 

市内の自治会、老人クラブ、市民団体、学校などで希望する団体があり 

ましたら、ご利用ください。 

費用は無料です。 

 

○講座内容 

  消費者を狙う悪質商法の手口、被害発見のポイント、被害発見時の対 

応など、団体のご希望に応じます。 

 

○申込方法 

  実施予定の１カ月前を目安に消費生活センターまでお申し込みください。 

申し込み団体の実情に合った講座内容とするため、事前に相談員を含め 

調整させていただきます。 

 

○実施時期 

  原則として、平日と第１・３土曜日（但し、第1・３木曜日、祝日を除く） 

の、午前１０時～午後４時の間で、３０分～２時間程度。     

 

○実施場所 

  多摩市内各所（ご希望地） 

 

○その他 

  映写用機器を団体でご用意いただければ、 

消費者啓発用のＤＶＤの上映も可能です。 

 

 

洗濯の心得 洗濯とクリーニングの基本 27分 

若者たちを狙う悪質商法 ＳＮＳを悪用した出会いにご用心 19分 

これで安心！金融商品のご購入 投資信託」編/「変額年金保険」編 25分 

回復します消費者被害 守ります消費者の利益 27分 

家族で防ごう！ 金融犯罪 15分 

私は、だまされない！？ ～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集～ 18分 

大切です！食品表示 ～理解って作ろう新表示編～ 26分 

リーガルレッスン 民法と契約の基礎を学ぶ 12分 

高めよう！「見守り力」 27分 

その情報、誰のもの？ ～情報社会と権利侵害～ 19分 

住まいの知識は一生の知識 ～安全で快適な生活のために～ 25分 

慣れと油断は事故のもと！ ～製品事故から身を守るために～ 27分 

ホントにいいね？その契約 15分 

資料展示コーナー 

多摩市消費生活センターでは皆様の消費者活動を支援するため、

消費生活に係る様々な資料を収集・展示し情報を提供しています。 

 

○蔵書、資料、パンフレット 

   利用時間：午前９時～午後５時 

 

○映像資料（ＤＶＤ） 

    悪質商法被害防止から商品知識や消費生活全般を学ぶものなど

幅広いジャンルのものがあります。 

    貸し出しをしておりますので、消費生活センター事務室へお申し

込みください。           ※利用期間：原則１週間 

   

所蔵作品（例） 


